
○熊本市健康増進法施行細則〔食品保健課〕 

平成１５年５月１３日 

規則第５５号 

改正 平成１７年３月３１日規則第５４号 

平成２４年２月１３日規則第３０号 

令和２年７月１７日規則第７２号 

令和５年１月２５日規則第４号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、健康増進法（平成１４年法律第１０３号。以下「法」という。）

及び健康増進法施行規則（平成１５年厚生労働省令第８６号。以下「省令」という。）

の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（国民健康・栄養調査世帯の指定通知） 

第２条 省令第２条第２項の規定による調査世帯への通知は、国民健康・栄養調査を

実施する旨の通知を交付することにより行うものとする。 

（令５規則４・一部改正） 

（特定給食施設の届出） 

第３条 法第２０条の規定により、省令第５条に定める特定給食施設に係る届出をし

ようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類により行わ

なければならない。 

(1) 特定給食施設の設置 特定給食施設設置届 

(2) 省令第６条各号に掲げる事項の変更 特定給食施設変更届 

(3) 特定給食施設の休止又は廃止 特定給食施設休止（廃止）届 

（令５規則４・一部改正） 

（管理栄養士配置施設の指定通知） 

第４条 法第２１条第１項に規定する指定（次項において「指定」という。）をした

ときの設置者への通知は、管理栄養士配置施設指定通知書を交付することにより行

うものとする。 

２ 省令第７条各号に定める基準に該当しなくなったことにより指定の解除をしたと

きは、管理栄養士配置施設指定解除通知書により通知するものとする。 

（令５規則４・一部改正） 



（勧告及び命令） 

第５条 法第２３条第１項に規定する勧告は、栄養管理勧告書を交付することにより

行うものとする。 

２ 法第２３条第２項に規定する命令は、栄養管理命令書を交付することにより行う

ものとする。 

（令５規則４・一部改正） 

（栄養管理状況報告書） 

第６条 特定給食施設の設置者又は管理者は、その年の前年４月１日からその年３月

３１日までの期間について栄養管理状況報告書を作成し、その年４月１５日までに

市長に提出しなければならない。 

（平２４規則３０・全改、令５規則４・一部改正） 

（特定給食施設栄養指導票） 

第７条 栄養指導員が、法第２４条第１項の規定に基づく立入検査等を行ったときの

指導は、特定給食施設栄養指導票を交付することにより行うものとする。 

（令５規則４・一部改正） 

（小規模給食施設） 

第８条 市長は、特定かつ多数の者に継続的に１回５０食以上又は１日１００食以上

の食事を供給する施設（特定給食施設を除く。）の設置者又は管理者に対し、法第

１８条第１項第２号の規定に基づく栄養管理の実施に係る指導又は助言を行う上で

必要があると認めるときは、当該施設の設置者又は管理者に対し必要な書類の提出

を求めることができる。 

（平２４規則３０・追加） 

（書類の様式等） 

第９条 この規則の規定により使用する書類に記載すべき事項及びその様式は、市長

が別に定めるところによる。 

２ 前項の様式のうち市民が作成する書類に係るものは、市のホームページへの掲載

その他の方法により公表するものとする。 

（令５規則４・追加） 

（雑則） 

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。 



（平２４規則３０・旧第８条繰下、令５規則４・旧第９条繰下） 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（熊本市栄養改善法施行細則の廃止） 

２ 熊本市栄養改善法施行細則（平成４年規則第３９号）は、廃止する。 

附 則（平成１７年３月３１日規則第５４号） 

この規則は、平成１７年４月１日から施行する。 

附 則（平成２４年２月１３日規則第３０号） 

１ この規則は、平成２４年４月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の第６条の規定は、この規則の施行の日の属する同条に規

定する期間以後の期間について適用する。 

附 則（令和２年７月１７日規則第７２号） 

この規則は、令和２年７月２０日から施行する。 

附 則（令和５年１月２５日規則第４号） 

この規則は、令和５年２月１日から施行する。 

 


